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工事関係車両の走行による騒音 

 

(1) 概  要 

工事中における工事関係車両の走行に起因する騒音について検討を実施した。 

 

(2) 調  査 

既存資料及び現地調査により、現況の把握を実施した。 

 

ア  既存資料による調査 

(ｱ) 調査事項 

道路交通騒音 

 

(ｲ) 調査方法 

以下に示す既存資料の収集によった。 

・「名古屋市の騒音 自動車騒音・振動編（平成 29・30 年度）」（名古屋市ウェブサイ

ト） 

・「令和 2 年度自動車騒音調査結果」（名古屋市ウェブサイト） 

 

(ｳ) 調査結果 

事業予定地周辺における道路交通騒音の昼間の等価騒音レベル（LAeq）は、表 2-3-6 に

示すとおりである。 

 

表 2-3-6(1) 道路交通騒音調査結果（平成 29～30 年度） 

路線名 測定地点 

昼間の 

等価騒音レベル［LAeq］ 

(dB) 

交通量(台) 
大型車 
混入率 
(％) 

 環境基準 小型車 大型車 

一般国道23号 
名古屋高速3号大高線 

南区要町 63 

70 

458 260 36.2 

南区要町 59 550 280 33.7 

一般国道23号 
南区浜田町 70 436 304 41.1 

南区東又兵ヱ町 66 278 233 45.6 

一般国道247号 南区大同町 67 375 64 14.6 

主要県道諸輪名古屋線 南区白水町 69 81 41 33.6 

主要県道名古屋半田線 南区港東通 68 146 49 25.1 

注)1:昼間は 6 時から 22 時までをいう。 

2:交通量は、昼間 10 分間における台数である。 

 

表 2-3-6(2) 道路交通騒音調査結果（令和 2 年度） 

路線名 測定地点 

昼間の等価騒音レベル［LAeq］ 

(dB) 

 環境基準 

一般国道23号 
南区浜田町 66 

70 
南区堤町 62 

注）昼間は 6 時から 22 時までをいう。 
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最大値

1 県 道 工業専用地域 6 64 65.8 － 1,316 1,285 6,660 191

2 県 道 工業地域 4 73 74.3 70以下 5,159 1,573 14,254 326

3 市 道 工業専用地域 2 66 68.9 － 661 364 2,370 80

4 市 道 工業地域 2 62 66.4 65以下 30 87 1,877 61

自動車交通量（台/16時間）

二輪車小型車

等価騒音レベル（LAeq）

（dB）

中型車大型車
環境
基準

地
点
№

道路の
種　類

用途地域
車
線
数

現況実測値

イ  現地調査 

(ｱ) 調査事項 

道路交通騒音、自動車交通量及び走行速度 

 

(ｲ) 調査方法 

道路交通騒音については、「騒音に係る環境基準について」に基づき、「JIS C 1509-1」

の規格のサウンドレベルメータ（騒音計）を使用して、「JIS Z 8731」に定められた騒音

レベル測定方法により、調査時間内において連続して測定し、等価騒音レベル（LAeq）を

算出した。なお、騒音レベルの測定位置は道路端とし、測定高は地上 1.2ｍとした。 

自動車交通量及び走行速度については、第１章「大気質」1-3「工事関係車両の走行に

よる大気汚染」（第１章 1-3 (2) イ (ｲ)「調査方法」（p.158）参照）と同じとした。 

 

(ｳ) 調査場所 

図 2-3-5 に示す事業予定地周辺道路の 4 地点で調査を実施した。（各調査地点におけ

る道路断面は、資料５－５（資料編 p.104）参照） 

 

(ｴ) 調査期間 

令和 2 年 12 月 8 日（火）6 時～22 時 

 

(ｵ) 調査結果 

調査結果は、表 2-3-7 に示すとおりである。（道路交通騒音の騒音レベルの詳細は資料５

－６（資料編 p.106）、自動車交通量は資料３－１１（資料編 p.74）、平均走行速度は資料

３－１２（資料編 p.76）参照） 

これによると、昼間の道路交通騒音の等価騒音レベル（LAeq）は 62～73dB であった。

環境基準が適用される No.4 は環境基準を達成したが、No.2 は環境基準を達成していな

かった。 

表 2-3-7 道路交通騒音調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)1:昼間（6 時～22 時）の調査結果を示す。 

 2:現況実測値にある最大値とは、1 時間毎の道路交通騒音の等価騒音レベルの最大値をいう。 

3:No.1 及び No.3 は工業専用地域のため環境基準は適用されない。 

4:No.4 は、測定を行った道路西側は工業専用地域のため環境基準が適用されないが、測定してい

ない道路東側の用途地域は工業地域であることから、調査結果の評価は工業地域の基準で行った。

なお、予測においても工業地域の基準で評価する。 

 5:No.2 の調査対象道路は幹線交通を担う道路であり、環境基準は特例値（70dB）が適用される。 
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図 2-3-5 道路交通騒音・振動等現地調査地点 
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ウ  まとめ 

既存資料調査によると、事業予定地周辺における昼間の等価騒音レベルは 59～70dB で

あり、環境基準を達成している。 

現地調査において、昼間の等価騒音レベルは、調査地点 No.2 については、環境基準を

達成していなかったが、No.4 については、環境基準を達成していた。 

 

(3) 予  測 

ア  予測事項 

工事関係車両の走行による騒音レベル（等価騒音レベル（LAeq）） 

 

イ  予測対象時期 

予測対象時期は、工事関係車両の走行による騒音の影響が最大となる時期とし、工事

着工後 49 ヶ月目とした。（資料１－３（資料編 p.10）参照） 

 

ウ  予測場所 

予測場所は、図 2-3-6 に示すとおり、工事着工後 49 ヶ月目の工事関係車両の走行ル

ートに該当する現地調査地点 No.2 及び No.4 の 2 断面とした。また、予測地点は、道路

端の高さ 1.2ｍとした。 
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図 2-3-6 工事関係車両の走行ルート及び予測場所 
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騒音レベル
現況実測値

背景交通量
（現況交通量＝背景交通量）

背景予測値

交通量の変化に伴う
騒音レベルの差

（背景交通量→工事中交通量）

工事中予測値

エ  予測方法 

(ｱ) 予測手法 

予測対象道路は、本事業の工事中において道路構造が変化しないことから、予測は、

現況実測値に、工事の実施等に伴う交通量の変化による騒音レベルの差分を加える方法

とした。予測の基本的な考え方は、図 2-3-7 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「現況交通量」は現地調査による交通量、「背景交通量」は現況交通量と同一の交通量、「工事中交通量」

は背景交通量に工事関係車両を加算した交通量である。 

 

図 2-3-7 工事関係車両の走行による騒音の予測手順 
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初期データ
・道路構造，車線構成
・平均走行速度

等価騒音レベルへの換算

背景交通量に基づく

Ａ

工事中予測値の算出
Ａ＋（Ｃ－Ｂ）

工事中交通量に基づく
背景予測計算値の算出 工事中予測計算値の算出

Ｂ Ｃ

騒音レベル現況実測値

予測条件の設定
LWA，V，r

（背景及び工事中）

Ａ特性音圧レベルの算出

工事中交通量
（背景交通量＋工事関係車両）

背景交通量

工事関係車両の走行による騒音の予測は、図 2-3-8 に示す手順で実施した。 

予測は、ASJ RTN-Model 2018 注）の予測式により実施した。（予測式の詳細は、資料５

－７（資料編 p.107）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）図中の記号（LWA、V、ｒ）は、資料５－７（資料編 p.107）参照 

図 2-3-8 工事関係車両の走行による騒音の予測手順 

 

 

 

 

 
 

注）「日本音響学会誌 75 巻 4 号」（社団法人 日本音響学会，2019 年） 
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(ｲ) 予測条件 

a 道路条件の設定 

道路断面は、資料５－８（資料編 p.110）に示すとおりである。 

 

b 交通条件の設定 

(a) 背景交通量 

予測対象時期である工事着工後 49 ヶ月目における背景交通量は、現況交通量を用い

ることとした。（背景交通量を設定する上での検討結果は、第１章「大気質」1-3「工事

関係車両の走行による大気汚染」（（3） ア (ｴ) a (a) ① 4） i「背景交通量」（p.164）

参照）） 

背景交通量は、表 2-3-8 に示すとおりである。（背景交通量の時間交通量は、資料５

－９（資料編 p.111）参照） 

 

表 2-3-8 背景交通量 

単位：台/16 時間 

予測断面 道路区分 大型車 中型車 小型車 二輪車 

No.2 
平面部 5,159 1,573 14,254 326 

都市高速部 5,601   0 21,782  0 

No.4 平面部    30    87  1,877  61 

注）単位にある 16 時間とは、6 時～22 時をいう。 

 

(b) 工事関係車両の交通量 

工事計画より、工事着工後 49 ヶ月目の走行台数は 247 台/日（大型車［ダンプ車両、

生コン車両］244 台/日、小型車 3 台/日）であり、予測場所の断面交通量は、表 2-3-9

に示すとおりである。 

工事関係車両の時間別交通量については、短時間に工事関係車両が集中しないように、

適切な配車計画を立てることにより、資料５－９（資料編 p.111）に示すとおりに設定

した。 

 

表 2-3-9 工事関係車両の交通量 

単位：台/日 

予測断面 
大型車 小型車 

9～17 時 8～9 時、17～18 時 

No.2     332      4 

No.4     156      2 
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-20L区間に点音源配置 20L区間に点音源配置

道路 車線中央   L

     L

離散音源点(L間隔以下に配置）

受音点

L: 計算車線からの受音点までの最短距離(m)

予測断面

(c) 走行速度 

走行速度は、現地調査結果より、表 2-3-10 に示す数値を用いた。（資料３－１２（資

料編 p.76）参照） 

No.2 の都市高速部は、制限速度の 60km/時とした。 

 

表 2-3-10 走行速度（16 時間平均） 

単位：km/時 

予測断面 走行速度 

No.2 43 (60) 

No.4 41 

注）No.2 の( )内は都市高速部の走行速度

を示す。 

 

c 予測対象時間 

騒音の予測対象時間は、工事関係車両の走行時間帯を含む 6 時～22 時とした。 

 

d 音源条件 

音源は各車線の中央にそれぞれ 1 つずつ配置し、高さは路面上 0ｍとした。設置範囲

は、図 2-3-9(1)に示すように、道路に対する受音点からの垂線と車線の交点を中心とし

て、±20L（L:計算車線から受音点までの最短距離）とし、離散的に L 以下の間隔で点音

源を等間隔に配置した。（音源配置の例は図 2-3-9(2)、各断面の予測音源及び予測地点

の位置関係は、資料５－８（資料編 p.110）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-9(1) 音源配置図（道路延長方向の配置イメージ） 
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注）現地調査は西側で行った。 

 

 

図 2-3-9(2) 音源配置図（道路断面方向の配置イメージ：No.4 の例） 

 

 

オ  予測結果 

道路交通騒音の昼間の等価騒音レベルの予測結果は、表 2-3-11 に示すとおりである。

（時間別の予測結果は、資料５－１０（資料編 p.113）参照） 

 

表 2-3-11 道路交通騒音の等価騒音レベルの予測結果（昼間） 

単位：dB 

予測断面 現況実測値 工事中予測値 増 加 分 環境基準 

No.2 73 (72.9) 73 (73.1) 0 (0.2) 70 以下 

No.4 62 (62.3) 64 (64.0) 2 (1.7) 65 以下 

注)1:( )内の数値は、端数処理前の数値を示す。 

注)2:上記の数値は、道路端の予測値のうち増加分が多い方の数値を示す。 

注)3:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。 

注)4:網掛は、環境基準の値を上回っていることを示す。 

 

(4) 環境の保全のための措置 

本事業の実施にあたっては、以下に示す環境の保全のための措置を講ずる。 

・土砂、資材等の搬出入については、積載量に応じた適正な車種の選定による運搬の

効率化を推進することにより、さらに工事関係車両の走行台数を減らすよう努める。 

・工事関係の通勤者には、公共交通機関の利用や自動車の相乗りを指導し、通勤に使

用する車両の走行台数を減らすよう努める。 

・工事関係車両については、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるなど、

適正な走行に努める。 

・アイドリングストップの遵守を指導する。 

・走行ルート４については、学校及び住居等生活関連施設が隣接することから、工事

関係車両の走行時間、交通量等について適切な配車計画を検討するとともに、住居

及び学校の近くを走行する際は、徐行運転を行う等静穏な走行に努めることにより、

騒音の増加を減らすよう配慮する。 

・工事の実施にあたっては、施工業者間で連絡調整を行うとともに、情報共有を緊密

に行えるような体制づくりに努める。 

単位：ｍ 
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・周辺の住民等に対し、事前に工事内容を丁寧に説明するとともに、苦情等が発生し

た場合には適切に対応するなどの措置を講ずる。 

 

(5) 評  価 

予測結果によると、工事関係車両の走行による工事中の予測値は、全予測地点で 0～

2dB 程度の増加である。 

工事関係車両の走行による騒音レベルは、No.4 地点では 2dB 増加するものの、環境基

準の値（65dB）を下回る。No.2 地点については、環境基準の値（70dB）を上回るものの、

現況においても環境基準の値を上回っている状況であり、工事関係車両の走行による増

加分は 0dB である。騒音レベルが 2dB 増加する No.4 地点の前面道路について、住居等

生活関連施設の近くを走行する際は、徐行運転を行う等静穏な走行に努めることにより、

騒音の増加を減らすよう配慮する。 

本事業の実施にあたっては、土砂、資材等の搬出入の効率化により、さらに工事関係

車両の走行台数を減らすよう努める等の環境の保全のための措置を講ずることにより、

周辺の環境に及ぼす影響の低減に努める。 

 

 

 

 

 




